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令和８年度子どもの冒険ひろば事業 Ｑ＆Ａ 

 

●ひろばの開催について 

 

Ｑ１ 悪天候等で中止をする場合、開催回数が減ってもよいですか？ 

Ａ１ やむを得ず中止する場合もあることを見込んで、予備日を設けてくださ

い。原則、交付決定後から２月末の補助事業期間内に８回以上の開催をお

願いします。継続団体については、令和８年４月１日から令和９年２月末

までを補助対象期間とします。 

   

Ｑ２ 活動地を借りていますが、契約書は必要ですか。 

Ａ２ 申請の際に、提出をお願いします。 

 

Ｑ３ 活動をするのに必要な保険はなんですか。 

Ａ３ 傷害保険やレクリエーション保険、ボランティア保険などです。危機管理

上、必要と思われる保険には入っていただくようにお願いします。 

 

Ｑ４ 参加者が集まりません。 

Ａ４ 近隣の小学校や幼稚園へ後援申請をしたり、あとは、SNS での発信は大

変効果が高いと思われます。お金のかからないＨＰやブログ作成など、

様々な手段があります。他にも広報誌や地域紙など、無料で掲載できる媒

体を探して、ひろばへの主旨への賛同をいただき、掲載のお願いも良いか

と思います。また、子どもや親が利用する場所（公民館やスーパーなど）

へのチラシ配布することも有効です。見合った方法を検討してみてくだ

さい。 

 

Ｑ５ 冒険ひろばでプログラム（イベント）を実施したいのですが… 

Ａ５ ひろば内でのプログラム実施は「子どもの自由な遊び場」を損なわないよ

うに実施してください。ひろばと別事業のイベントを同じ場所で平行し

て実施する場合は、参加人数を合算しないようにお願いします。 

 

Ｑ６ 参加費を徴収しても良いですか？ 

Ａ６ 冒険ひろば事業において参加費を徴収した場合は、自己資金として全額

計上してください。ひろば内で体験プログラムを実施した場合も同じ扱

いとします。 
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Ｑ７ 市町との連携とはどのようなことをすれば良いですか？ 

Ａ７ 公園を利用する場合は無断利用とならないよう、市町の担当課と確認し

てください。また、後援申請などをお願いすることで、広報も容易になり

ます。まずはお近くの市町村の担当課へ足を運んで話をしてみてくださ

い。 

 

●補助金の使い方について 

 

Ｑ８ インターネット販売（ＥＣサイト）で物品を購入しても対象となります

か？ 

Ａ８ 団体名、代表者または会計責任者名での購入であれば対象となります。 

 

Ｑ９ クレジットカード払いやＱＲコード決裁は良いですか？ 

Ａ９ ＱＲコード決裁、クレジットカード払いは、基本的には不可とします。 

やむを得ない場合は、支払い明細及び、通帳のコピーを添付してください。

団体、代表者または会計責任者名義のカードであることが必須です。また

購入（配達）日が助成対象期間であっても、口座からの引き落とし日が助

成対象期間外である場合は対象となりませんので注意して下さい。 

 

Ｑ10 食材は助成対象ですか？ 

Ａ10 対象外とします。ただし、熱中症対策の飲料は対象とします。 

 

Ｑ11 謝金や交通費の目安を教えて下さい。 

Ａ11 謝金については 1 開催 5,000 円／人までが補助対象です。その中で、能

力を考慮した上で通常認められる範囲で設定してください。交通費は実

費が原則となりますが、団体での取り決めがある場合はそれに準じます

（取り決めの内容が分かるものの提出をお願いします）。 

 

Ｑ12 講師謝金について、交通費を謝金に算入しても良いですか。 

Ａ12 必要実費については旅費として申請してください。 

 

Ｑ13 旅費の金額は団体で決めた金額を計上するだけでよいのでしょうか。 

Ａ13 申請段階では金額の計上だけで構いませんが、実績報告の際は、金額の根

拠となる団体の「旅費支給の取り決め」と旅費の経路、受領と受領額が分

かる一覧などの根拠書類の提出をお願いする場合があります。 
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Ｑ14 謝金の領収書について、まとめての支払いでも良いですか。 

Ａ14 原則、月に１回は支払いをするようにして下さい。領収書には必ず、領収

日といつの分の謝金の支払いかを明確に記載してください。 

 

Ｑ15 機器リース料とは、具体的にどのようなモノですか。 

Ａ15 ひろばで使用するものに限ります。イベントで使用するマイクやスピー

カー、プロジェクターやスクリーンを想定しています。継続的に事務所で

使用する電話やレンタルサーバ、プリンターは対象外です。不明な点は、

青少年本部と協議してください。  

 

Ｑ16 イベント時にのみ許可をもらって公共の水道口を使っています。その使

用料は助成対象となりますか。 

Ａ16 対象となります。 

 

Ｑ17 安全対策費は必ず計上しなければならないですか？ 

Ａ17 ひろばを開催するにあたり、感染症対策、熱中症対策を必ず取っていただ

くために必要な経費を計上してください。 

 

Ｑ18 出前ひろば、青少年の居場所開催は必ずしなければならないのですか？ 

Ａ18 実施可能な団体のみとなります。 

 

Ｑ19  購入価格が 10万円以上の物品の購入について、分割払いは対象となりま 

すか？ 

Ｑ19 分割払いでも対象外経費となります。また、10万円未満の物品でも冒険 

ひろば事業以外に流用するものは不可となります。 

 

Ｑ20 他の助成金を活用しても良いですか？ 

Ａ20 構いません。より良い冒険ひろばとなるよう、創意工夫をお願いします。 

   ただし、他の助成金を活用して実施した事業は含めないでください。 

 

Ｑ21 申請書や実績報告書などの書類に押印が必要ですか？ 

Ａ21 令和５年度からの書類には押印は必要ありません。 

   ただし、謝金や旅費の領収書には、支払った相手方の自署、又は押印が必

要となります。 

 

 


